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2011Tax Plan オランダ税制改正 
 
  昨日（9月 2１日）、オランダ国政府は 2011年度税制改正案を公表し
ました。本年度の税制改正案は厳しい財政状況を反映し、大胆な改正項目
は見受けられませんが、中小の企業、研究開発、及び、投資の促進を継続
的な意図とする制度になっています。 

 
法人税減税 
新法人税率は 2011年 1月 1日以降の法人所得について適用される予定
です。 

 旧法人税率 新法人税率 

標準税率 25.5% 25% 

軽減税率（E200Kまで） 20% 20% 

 
税務損失に関する特例制度の延長 
オランダ法人税制においては、税務上の欠損が生じた場合には、1年の繰
戻し還付請求又は 9年間の損失の繰越控除ができますが、2009年度及び
2010年度については、これらに代えて、3年間の繰戻し還付又は 6年間の

繰越控除に選択適用することが認められていました。今回の法案において
は、当制度を 2011年にも延長することが提案されています。また、前年に
引き続き、新規取得資産の 2年間での償却制度も延長される予定です。 
 
研究開発税制インセンティブ 
オランダの研究開発促進制度のひとつに、研究開発に従事する者の賃金

税免税制度があります。今回の税制改正案においては、当制度の恒久的
に延長されることが予定されています。 

R&D Reduction 軽減額 

Wage cost (Up to E220,000) 50% 

Wage cost (Over E220,000） 18% 

また、2010年より衣替えした“イノベーションボックス”課税制度による、研

究開発に起因する所得については 5％課税が適用される制度と並存し、さ
らなる研究開発の促進が期待されています。 
 
その他の改正案を含め、当法案の詳細な内容につきましては、別途 Tax 
Alert(英文)をご参照ください。
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本文記事に関する、ご質問、ご不明点等ごさいましたら、アーンストアンド

ヤング日系企業サービスチーム(Japan Business Services)の下記担当者

まで、ご連絡をいただければ幸いです。 

 
Japan Business Services Contacts 

Hideki Tominaga +31 (0)88 407 1723   
 Partner  hideki.tominaga@nl.ey.com 

Kiyonobu Ikeuchi +31 (0)88 407 1530   
 Senior manager  kiyonobu.ikeuchi@nl.ey.com 

Dick Hoogenberg +31 (0)88 407 1419   
 Partner dick.hoogenberg@nl.ey.com 

Lenneke van Dijk +31 (0)88 407 1393   
 Director Tax lenneke.van.dijk@nl.ey.com 

Erwin Sommeling +31 (0)88 407 1907  
 Director Tax  erwin.sommeling@nl.ey.com 
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